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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次
第114期

第３四半期累計期間
第115期

第３四半期累計期間
第114期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 8,488 8,264 11,378

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △201 104 △146

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △156 63 △177

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 1,510 1,510 1,510

発行済株式総数 (千株) 15,400 15,400 15,400

純資産額 (百万円) 8,000 7,981 8,006

総資産額 (百万円) 15,227 14,585 15,389

１株当たり四半期純利益金額又
は四半期(当期)純損失金額(△)

(円) △10.24 4.16 △11.63

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 3

自己資本比率 (％) 52.5 54.7 52.0

　

回次
第114期

第３四半期会計期間
第115期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △7.57 △0.78

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．当社は持分法の対象となる関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載し

ておりません。

３．売上高には消費税等は含まれておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第３四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

　

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災、福島原発事故の復旧・復興事業が徐々に

立ち上がりつつありますが、長期化する民間設備投資の低迷、電力供給不足への懸念、長期化する円高や

欧州諸国の財政危機、新興諸国の経済成長の減速傾向などにより、先行き不透明な状況が続きました。

このような状況の中、海運業界は円高や日中関係悪化に伴う輸出の減少等の厳しい環境下にあり、造船

業界においても韓国、中国との厳しい受注競争が続いております。

当社におきましても、このような海運・造船業界の厳しい状況下、受注販売活動に全力で努力いたしま

したが、当第３四半期累計期間は売上高8,264百万円（前年同期比2.6%減）、損益面では価格の厳しいエ

ンジンの売上、円高の影響により外航船向け部分品及び修理工事の売上が計画未達成であったこと等に

より経常利益104百万円（前年同期は経常損失201百万円）となりました。　

また、受注高は6,271百万円（前年同期比23.7％減）となりました。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3) 研究開発活動

当第３四半期累計期間の研究開発費の金額は43百万円であります。

　

(4) 従業員数

当第３四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

　

(5) 生産、受注及び販売の実績

当第３四半期累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。

　

(6) 主要な設備

当第３四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社　赤阪鐵工所(E01475)

四半期報告書

 3/13



第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 32,000,000

計 32,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,400,00015,400,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株

計 15,400,00015,400,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年10月１日～
平成24年12月31日

─ 15,400,000 ─ 1,510,000 ─ 926,345

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社　赤阪鐵工所(E01475)

四半期報告書

 4/13



　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 　94,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,056,000
15,056 ―

単元未満株式
普通株式
 

 
250,000

― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 15,400,000― ―

総株主の議決権 ― 15,056 ―

　
② 【自己株式等】

　 　 平成24年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社赤阪鐵工所

東京都千代田区
有楽町一丁目７番１号

94,000 ― 94,000 0.61

計 ― 94,000 ― 94,000 0.61

　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　
(１) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員
総務本部長

取締役
総務本部長

鈴木　明雄 平成24年７月１日

取締役執行役員
営業本部長

取締役
営業本部長

竹内　郁夫 平成24年７月１日

取締役執行役員
製品本部長

取締役
製造本部長

芹澤　辰巳 平成24年７月１日

　（注）組織機能を強化するため、平成24年７月１日より、執行役員制度を導入しております。

なお、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

　執行役員　　成岡　芳夫　　　製品本部副本部長（工場・製造担当）

　執行役員　　美澤　啓介　　　製品本部副本部長（技術・製品担当）

　執行役員　　鈴木　隆男　　　製品本部副本部長（調達・生産管理担当）

　執行役員　　佐々木　雄也　　総務本部副本部長（総務・経理・システム担当）
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成24年10月１日から

平成24年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,792,858 3,007,181

受取手形及び売掛金 ※
 4,072,722

※
 3,382,350

製品 407,300 109,500

仕掛品 2,555,858 2,676,044

原材料及び貯蔵品 501,526 506,994

その他 203,044 161,427

貸倒引当金 △8,412 △1,356

流動資産合計 10,524,897 9,842,143

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,830,372 1,743,644

その他（純額） 1,962,862 1,714,737

有形固定資産合計 3,793,234 3,458,382

無形固定資産 29,472 25,277

投資その他の資産

投資その他の資産 1,066,446 1,283,164

貸倒引当金 △24,482 △23,796

投資その他の資産合計 1,041,963 1,259,368

固定資産合計 4,864,671 4,743,027

資産合計 15,389,568 14,585,170

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,443,107 2,184,299

短期借入金 1,055,260 985,626

未払法人税等 7,449 43,369

引当金 261,317 168,038

資産除去債務 4,600 －

その他 1,011,533 1,088,768

流動負債合計 4,783,267 4,470,102

固定負債

社債 326,400 284,000

長期借入金 1,716,440 1,346,120

退職給付引当金 140,145 108,694

役員退職慰労引当金 158,653 155,591

その他 258,051 238,924

固定負債合計 2,599,690 2,133,329

負債合計 7,382,957 6,603,432
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,510,000 1,510,000

資本剰余金 926,345 926,345

利益剰余金 5,455,391 5,472,904

自己株式 △30,477 △30,430

株主資本合計 7,861,259 7,878,820

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 150,939 112,884

繰延ヘッジ損益 △5,588 △9,966

評価・換算差額等合計 145,351 102,917

純資産合計 8,006,610 7,981,738

負債純資産合計 15,389,568 14,585,170
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(2)【四半期損益計算書】
　【第3四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

売上高 8,488,159 8,264,727

売上原価 7,553,808 7,064,482

売上総利益 934,350 1,200,245

販売費及び一般管理費 1,167,224 1,130,742

営業利益又は営業損失（△） △232,873 69,503

営業外収益

受取利息 747 800

受取配当金 15,200 15,839

スクラップ売却益 24,397 19,826

受取技術料 31,119 27,320

助成金収入 4,800 －

その他 16,937 20,347

営業外収益合計 93,201 84,134

営業外費用

支払利息 58,845 45,782

その他 2,744 3,450

営業外費用合計 61,589 49,233

経常利益又は経常損失（△） △201,260 104,404

特別利益

投資有価証券売却益 471 1,888

特別利益合計 471 1,888

特別損失

固定資産除売却損 563 3,235

投資有価証券評価損 47,767 －

特別損失合計 48,330 3,235

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △249,119 103,058

法人税等 △92,410 39,460

四半期純利益又は四半期純損失（△） △156,709 63,597
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【会計方針の変更等】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更よる当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　
【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第３四半期累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

税金費用の計算 税金費用については、事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。ただし、見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く場合は、法定

実効税率を使用しております。

　
【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※　四半期会計期間末日満期手形の会計処理について、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第３四

半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末残高に

含まれております。

　

　
前事業年度

(平成24年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

受取手形 253,560千円 110,701千円

　
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

減価償却費 543,243千円 387,769千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 45,922 3 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

当第３四半期累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 45,919 3 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

(持分法損益等)

関連会社に関する事項

当社が有しているすべての関連会社は、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関

連会社であるため、記載を省略しております。　

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一

セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）及び算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。
　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）(円)

△10.24 4.16

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）(千円) △156,709 63,597

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）(千円)

△156,709 63,597

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,306 15,306

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月７日

株式会社赤阪鐵工所

取締役会  御中

東陽監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    山    内    佳    紀    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    服    部    信    義    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社赤阪鐵工所の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第115期事業年度の第３四半期会計期間(平

成24年10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31
日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社赤阪鐵工所の平成24年12月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす
べての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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